
 介護予防支援・介護予防ケアマネジメントの  

 ケアプラン期間の確認のお願い  

  

「プラン期間が切れていたことに気がつかず、サービスを利用していました。どうしたらよいでしょうか」という、

相談が入ることがあります。  

現在、更新申請で、「要支援→要支援」の場合、認定有効期間が 48 か月まで設定可能ですが、

本市では、要支援の原則の認定有効期間 12 か月に基づき、介護予防支援・介護予防ケアマネジメ

ントにおきましては、最長１年（12 か月）のプラン作成をお願いしています。  

サービス事業所は、サービス担当者会議を経て、ケアプランに沿ってサービス提供を行うことが原則とな

ります。  

認定期間内であっても、ケアプランの期間終了後、次期ケアプランの作成がされないまま、サービス提

供が継続された場合、「ノープラン（ケアプラン作成なし）」となり、給付対象外となってしまいます。  

  

給付対象外となることで  

・利用者に不利益が生じることはあってはならないことです。  

・ノープランでのサービス提供は、サービス事業所の責任も生じます。  

  

ノープランにならないために  

★ケアマネはじめ、利用者に関わる全てのサービス事業所において、ケアプラン期間の確

認をお願いします。  

★サービス事業所におかれましては、「ケアプラン期間終了が近いがサービス担当者会議

の連絡がない」場合や、「ケアプラン期間が終了していることに気付いた」場合は、早急に

ケアマネに連絡をお願いします。  

  

 

   
  

＜お問い合わせ＞  

  前橋市役所長寿包括ケア課 地域支援係（担当：澤野・北川ま）  

       電話 ０２７－８９８－６２７５（直通）  



 

  

  

  


